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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

塗料工業会（JPMA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工業規格を

改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本工業規格で

ある。これによって，JIS K 5621:2008 は改正され，この規格に置き換えられた。 

なお，平成 32 年 3 月 19 日までの間は，工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係条項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において，JIS K 5621:2008 を適用してもよい。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 
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日本工業規格          JIS 
 K 5621：2019 
 

一般用さび止めペイント 

Anticorrosive paints for general use 

 
序文 

この規格は，1952 年に制定され，その後 10 回の改正を経て今日に至っている。前回の改正は 2008 年に

行われたが，その後の引用規格の一部廃止に対応するために改正した。 

なお，対応国際規格は現時点で制定されていない。 

 

1 適用範囲 

この規格は，さび止め顔料に鉛系及びクロム系成分を使用しないで，一般的な環境下での鉄鋼製品など

のさび止めに用いる一般用さび止めペイントについて規定する。ただし，JIS K 5674 に規定する鉛・クロ

ムフリーさび止めペイントは除く。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その最新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS G 3141 冷間圧延鋼板及び鋼帯 

JIS G 3303 ぶりき及びぶりき原板 

JIS G 4401 炭素工具鋼鋼材 

JIS H 4000 アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条 

JIS K 5500 塗料用語 

JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 

JIS K 5600-1-1 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 1 節：試験一般（条件及び方法） 

JIS K 5600-1-2 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 2 節：サンプリング 

JIS K 5600-1-3 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 3 節：試験用試料の検分及び調製 

JIS K 5600-1-4 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 4 節：試験用標準試験板 

JIS K 5600-1-5 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 5 節：試験板の塗装（はけ塗り） 

JIS K 5600-1-6 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 6 節：養生並びに試験の温度及び湿度 

JIS K 5600-1-7 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 7 節：膜厚 

JIS K 5600-1-8 塗料一般試験方法－第 1 部：通則－第 8 節：見本品 

JIS K 5600-2-7 塗料一般試験方法－第 2 部：塗料の性状・安定性－第 7 節：貯蔵安定性 

JIS K 5600-3-2 塗料一般試験方法－第 3 部：塗膜の形成機能－第 2 節：表面乾燥性（バロチニ法） 

JIS K 5600-4-3 塗料一般試験方法－第 4 部：塗膜の視覚特性－第 3 節：色の目視比較 

JIS K 5600-5-1 塗料一般試験方法－第 5 部：塗膜の機械的性質－第 1 節：耐屈曲性（円筒形マンドレ


